
私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 

現         行 改    正    後 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

（昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   令和元年 ８月27日） 

 

 

［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
 学種区分

ごとの 

配分 
割合 

 

算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 

(通信制課程) 
小学校 

特別支援学校 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

学校の安全
対策事業割 

１ 安全対策事業（通常） 

事業経費の１/２以内

の額。ただし、１校につ

き 60 万円を限度とす

る。 

２ 緊急安全対策事業 

(1) ブロック塀等 

  事業経費の２/３以内の

額。ただし、１校につき

60万円を限度とする。 

(2) 空調（冷房）設備 

  ア 保健室 

事業経費の２/３以

内の額。ただし、１室

につき 30 万円を限度

とする。 

  イ 特定の教室 

事業経費の１/２以

内の額。ただし、１室

あたり 60 万円を限度

とする。 

１ 安全対策事業（通常） 

事業経費の１/２以内

の額。ただし、１園につ

き 30 万円を限度とす

る。 

２ 緊急安全対策事業 

(1) ブロック塀等 

  事業経費の２/３以内の

額。ただし、１園につき

30万円を限度とする。 

(2) 空調（冷房）設備 

  ア 保健室 

事業経費の２/３以

内の額。ただし、１室

につき 30 万円を限度

とする。 

  イ 特定の教室 

事業経費の１/２以

内の額。ただし、１室

あたり 60 万円を限度

とする。 

緊急安全対策

事業 

(1) ブロック

塀等 

事業経費の

２/３以内の

額。ただし、

１校につき

60 万円を限

度とする。 

(2) 空調（冷

房 ） 設 備

（保健室） 

事業経費の

２/３以内の

額。ただし、

１室につき

30 万円を限

度とする。 

 

緊急安全対策事業 

(1) ブロック塀等 

  事業経費の２/３

以内の額。ただし、

１校につき 60 万円

を限度とする。 

(2) 空調（冷房）設

備 

ア 保健室 

事業経費の２/３以

内の額。ただし、１

室につき 30 万円を

限度とする。 

イ 普通教室（特別

支援学校に限る） 

事業経費の２/３以

内の額。ただし、１

室あたり 60 万円を

限度とする。 

 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

                              （昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   令和元年 ８月27日） 

（ 〃   令和２年 ４月 １日） 

 

  ［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
 学種区分

ごとの 

配分 
割合 

 

算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 

(通信制課程) 
小学校 

特別支援学校 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

学校の安全
対策事業割 

１ 安全対策事業（通常） 

事業経費の１/２以内

の額。ただし、１校に

つき 60万円を限度とす

る。 

２ 緊急安全対策事業 

空調（冷房）設備 

ア 保健室 

事業経費の２/３

以内の額。ただし、

１室につき30万円を

限度とする。 

イ 特定の教室 

事業経費の１/２

以内の額。ただし、

１室あたり60万円を

限度とする。 

 

１ 安全対策事業（通常） 

事業経費の１/２以内

の額。ただし、１園に

つき30万円を限度とす

る。 

２ 緊急安全対策事業 

空調（冷房）設備 

ア 保健室 

事業経費の２/３

以内の額。ただし、

１室につき30万円を

限度とする。 

 イ 特定の教室 

事業経費の１/２

以内の額。ただし、

１室あたり60万円を

限度とする。 

緊急安全対策

事業 

空調（冷房）

設備 

（保健室） 

事業経費の２/

３以内の額。

ただし、１室

につき 30 万円

を限度とす

る。 

 

緊急安全対策事業 

空調（冷房）設備 

ア 保健室 

事業経費の２/

３以内の額。ただ

し、１室につき 30

万円を限度とす

る。 

イ 普通教室（特別

支援学校に限る） 

事業経費の２/

３以内の額。ただ

し、１室あたり 60

万円を限度とす

る。 

 



現         行 改    正    後 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

５ 補助金の算定方法 

(１) 各高等学校（全日制課程）及び幼稚園等の補助金の算定は、次の方法により行う。 

 

［略］ 

 

キ 学校の安全対策事業割 

    

 ［略］ 

 

   (イ) 緊急安全対策事業 

     a ブロック塀等に係る安全対策 

       ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨て）。た

だし、高等学校にあっては１校につき 60万円を、幼稚園にあっては１園につき 30万円を限度と

する。 

     b 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

      (a) 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満

切捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

      (b) 保健室以外の特定の教室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の１/２以内の額

とする（千円未満切捨て）。ただし、補助の対象となる教室は原則１室までとし、１室あたり

60万円を限度とする。 

 

 ［略］ 

 

(２) 各中学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

 (ア) ブロック塀等に係る安全対策 

ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨て）。た

だし、１校につき60万円を限度とする。 

   (イ) 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

 

［略］ 

 

(３) 高等学校（通信制課程）、小学校及び特別支援学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

５ 補助金の算定方法 

(１) 各高等学校（全日制課程）及び幼稚園等の補助金の算定は、次の方法により行う。 

 

［略］ 

 

キ 学校の安全対策事業割 

    

 ［略］ 

 

   (イ) 緊急安全対策事業 

ａ 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切

捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

ｂ 保健室以外の特定の教室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の１/２以内の額と

する（千円未満切捨て）。ただし、補助の対象となる教室は原則１室までとし、１室あたり 60

万円を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

(２) 各中学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨て）。

ただし、１室につき30万円を限度とする。 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

(３) 高等学校（通信制課程）、小学校及び特別支援学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

 



  

 (ア) ブロック塀等に係る安全対策 

ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨て）。た

だし、１校につき60万円を限度とする。 

    (イ) 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

     ａ 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

     ｂ 普通教室へ空調（冷房）設備を設置する特別支援学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円

未満切捨て）。ただし、１室につき60万円を限度とする。 

 

［略］ 

 

（別紙１）※幼稚園等以外用 

在学者数及び学級数調べ 

学校名              

（平成 年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙１）※幼稚園（新制度移行園を除く）用 

在学者数及び学級数調べ 

幼稚園名              

（平成 年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙１）※幼稚園等（新制度移行園）用 

在学者数及び学級数調べ 

幼稚園等名              

（平成 年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙２） 

本 務 教 職 員 調 書 

学校（幼稚園等）名              

平成 年５月１日現在 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

   (ア) 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満

切捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

   (イ) 普通教室へ空調（冷房）設備を設置する特別支援学校の事業経費の２/３以内の額とする

（千円未満切捨て）。ただし、１室につき60万円を限度とする。 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

（別紙１）※幼稚園等以外用 

在学者数及び学級数調べ 

学校名              

（   年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙１）※幼稚園（新制度移行園を除く）用 

在学者数及び学級数調べ 

幼稚園名              

（   年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙１）※幼稚園等（新制度移行園）用 

在学者数及び学級数調べ 

幼稚園等名              

（   年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

（別紙２） 

本 務 教 職 員 調 書 

学校（幼稚園等）名              

   年５月１日現在 

［略］ 

 

 

 ［略］ 



 

（別紙４） 

納 付 金 収 入 状 況 

学校（幼稚園等）名              

１ 学生生徒等納付金収入 

 

項 目 ［略］       

授業料収入 
       

入学金収入 
       

実験実習料 

収入 

       

施設設備資金 

収入 

       

（新設） 
       

その他の学生 

生徒納付金 

       

計 
       

 

 

 

（別紙５） 

収支予算（決算） 

学校法人名              

議 決 平 成  年  月  日 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

（別紙７）※ 高等学校用 

学 級 編 制 状 況 調 書 

学校名              

（平成 年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

 

 

（別紙４） 

納 付 金 収 入 状 況 

学校（幼稚園等）名              

１ 学生生徒等納付金収入 

 

項 目 ［略］       

授業料収入 
       

入学金収入 
       

実験実習料 

収入 

       

施設設備資金 

収入 

       

施設等利用 

給付費収入 

       

その他の学生 

生徒納付金 

       

計 
       

 

 

 

（別紙５） 

収支予算（決算） 

学校法人名              

議 決      年  月  日 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

（別紙７）※ 高等学校用 

学 級 編 制 状 況 調 書 

学校名              

（   年５月１日現在） 

［略］ 

 

 

 



 

 ［略］ 

 

（別紙９） 

幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

幼稚園名              

 

 １ 給与改善実施期間 

  平成  年  月  ～  平成  年  月   （ ヵ月） 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 

（別紙様式２） 

第         号 

平成  年  月  日 

［略］ 

 

５．復興計画期間における幼児生徒等数及び授業料等納付金収入の推移 

 

［略］ 

 

区 分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

幼児生徒等数 人 人 人 人 

授業料等納付金収入 千円 千円 千円 千円 

 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

（別紙９） 

幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

幼稚園名              

 

 １ 給与改善実施期間 

      年  月  ～      年  月   （ ヵ月） 

 

［略］ 

 

 

 

 ［略］ 

 

（別紙様式２） 

第         号 

  年  月  日 

［略］ 

 

５．復興計画期間における幼児生徒等数及び授業料等納付金収入の推移 

 

［略］ 

 

区 分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

幼児生徒等数 人 人 人 人 

授業料等納付金収入 千円 千円 千円 千円 

 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式（別表関係） 

 

                                第     号  

                            平成  年  月  日  

 

  岩手県知事       様 

 

                    住所 

                                     

                    氏名              印 

                     法人にあっては、その名称並びに  

                     代表者の職及び氏名        

 

私立学校振興費（運営費）補助金実績報告書 

 平成  年度私立学校振興費（運営費）補助事業が完了したので、事業の実績を別紙のとおり報告しま

す。 

 

 

（別紙14） 

平成  年 度 教 職 員 給 与 支 給 明 細 書 

 

学校（幼稚園）名              

 

［略］ 

 

 

（別 紙） 

平成  年 度 収 支 計 画 書 

 

学校（幼稚園）名              

 

［略］ 

 

 

 

 

別紙様式（別表関係） 

 

                                第     号  

                              年  月  日  

 

  岩手県知事       様 

 

                    住所 

                                     

                    氏名              印 

                     法人にあっては、その名称並びに  

                     代表者の職及び氏名        

 

私立学校振興費（運営費）補助金実績報告書 

     年度私立学校振興費（運営費）補助事業が完了したので、事業の実績を別紙のとおり報告しま

す。 

 

 

（別紙14） 

    年 度 教 職 員 給 与 支 給 明 細 書 

 

学校（幼稚園）名              

 

［略］ 

 

 

（別 紙） 

    年 度 収 支 計 画 書 

 

学校（幼稚園）名              

 

［略］ 

 
 

摘

要 
改正箇所は下線のとおりである。 

 


